
下記の者について、　　 月分（翌月１０日納入期限分）から特別徴収を希望します。

全 １ ２ ３ ４ 随1

コ
ピ
ー

し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

済期月・開始期月

　　・　　

前
橋
市
処
理
欄

 給　・　他

納付
確認

口座 有　・　無

メモ所得 有　・　無

照合入力

青税通 電　・　書

１
月随時

分まで
期

備考 納入書の送付
（新規の場合のみ記載）

要 不要・

普通徴収

納付書添付
（納期未到来分）

２ 期以降

※二重納付防止のため、要添付

89,000 円

納付済額 23,000 円
フリガナ マエバシ　シロウ

給
与
所
得
者

現住所 前橋市富士見町時沢３２１番地１
年税額

氏名 納付済期

異動
年月日

8

提出先

（

特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

特別徴収義務者
指定番号

連
絡
先

所属
３７１ - ０１０４

前橋市富士見町時沢１２３番地１２

群馬県前橋市富士見町時沢３２１番地１

人事労務係

住所（居所）又は
所在地

〒

フリガナ トキサワ　トキコ

氏名 時沢　トキ子
フリガナ マルサンカクシカク

氏名又は
名称 〇　△　□　株式会社

〇○○○7 1 電話 ０２７ （ ２８８ ）
個人番号又は
法人番号 1 9 5 4 3 2

７７７ 有 ・ 無年 ６ 月 ×

※特別徴収の開始月は、提出の翌月以降で記載してください。
　未記入の場合は、この届出書を受理した月の翌々月を開始月として処理します。

住　所
（1月1日）

生年月日 昭和４７ 年 １１ 月 １１ 日
受給者番号
(※１)

前橋　四郎

20××

１　普通徴収の納期限を過ぎたものは、特別徴収への切り替えができません。本人が納めるように必ずお伝えください。
　（口座振替の場合は、納期限前でも引き落としの停止が間に合わない場合があります。その場合は原則口座振替にて
　納付となります。）
２　給与所得以外の所得のある方については、未納付額の全額を特別徴収に切替えできない場合があります。
３　新年度分から特別徴収の開始を希望される場合は、４月15日までに提出してください。

（宛先）前橋市長

日×月620××

提出

前橋市役所　市民税課　特別徴収係
〒371-8601　前橋市大手町二丁目12番1号

＜注意事項＞

７

新規

宛名
番号

特別徴収切替届出（依頼）書

年

日 口座振替の有無

0 9 8

代表者名 時沢　トキ男

6

月末の最終開庁日までに受理し、計算が終了した届出書については、

翌月中旬までに特別徴収税額変更通知書を発送します。

発送前に前橋市から事前の月割額の電話連絡等は行いません。

（※１）電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号を記載してください。

受給者番号の記載がない場合は、前橋市で付番します。

記入例 例：入社して普通徴収から特別徴収へ変更する場合

例：６月中に前橋市が受理し、計算が終了した届出書の場合、７月中旬に特別徴収税額変更通知書を

発送するため、給与計算が間に合わない場合は、開始月を「８月」と記入してください。

発送前に前橋市から事前の月割額の電話連絡等は行いません。

電子での税額通知書（納税義務者用）の受取を選択している場合は、必ず受給者番号

を記入してください。受給者番号の記載がない場合は、前橋市で付番します。


